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プログラムの著作物の 

ダウンロード実態とダウンロード違法化に関する要望 

 
一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会（ACCS） 

 
 ゲームソフトメーカーおよびビジネスソフトメーカーを多く会員に持つ弊協

会は，いわゆる「違法ダウンロード」に係る改正議論の際に被害実態等を示し

た上でプログラムの著作物も対象とするよう要望いたしました。弊協会が意見

を提出したのは 2008年 9月のことであり，それから 10年余の年月を経た現在，

プログラム，特にビジネスソフトメーカーからの提供形態は大きく変化してお

ります。 

 
現在のビジネスソフトに関するビジネスモデルは，従来のプログラムを

CD-ROM や DVD に複製しパッケージとして提供する形態から，プログラム本

体はソフトウェアメーカー等の正規サイトからユーザーにダウンロードしても

らい，当該ソフトウェアを正規に利用するために必要となる情報（シリアル符

号など）をメーカーより個々のユーザーに提供する形態に移行しています。こ

のことに伴い，不正に利用されるソフトウェアの提供方法も，いわゆる海賊版

の提供から変化し，現在インターネットオークション等で多くみられるのが，

本来メーカーより個々のユーザーに発出される情報のみを提供するというもの

です。 

 
基本的に有体物のやりとりは発生せず，インターネットオークション等での落

札者（購入者）がその購入代金を支払うと，出品者（販売者）からは当該ソフ

トウェアを正規に利用するために必要となる情報と当該ソフトウェアをダウン

ロードして入手するための URL 等を教えられることになります。このソフトウ

ェアを入手するための URL として，当該ソフトウェアが違法アップロードされ

た一般のストレージサイト等の URL が指定されるものも少なからず存在しま

す。 

 
弊協会が今年度インターネットオークションにおいて調査購入したビジネス

ソフトの出品のうち，当該ソフトウェアを正規に利用するために必要となる情

報と共に違法アップロードされたソフトウェアをダウンロードするよう指示し

ていた出品者について，出品評価より同様の出品の評価数を確認したところ，
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12,299 件でした。これら出品についてはオークションにおける「よい評価」が

97％を超えており，違法アップロードされたソフトウェアが問題なくダウンロ

ードでき，当該ソフトウェアを不正に利用することができたものであると推測

できます。 

 
また，プログラムの著作権を保有する弊協会会員に対してヒアリングしたと

ころ，ゲームソフト，ビジネスソフトとともに，現在も Web サイト，ストレー

ジサイトへのリンクを集積したリーチサイト，P2P ファイル共有ソフト等にお

ける違法にアップロードされたコンテンツが確認されており，各社では削除要

請等を行っているものの，削除直後に再度アップロードされるなど，効果は一

時的なものに止まっています。 

 
 P2P ファイル共有ソフトが全盛であった 2008 年当時と比して被害の実態は

減少しているように思われますが，ビジネスソフトウェアは今でもインストー

ル（複製）して利用するものがほとんどですので，その減少の速度はストリー

ミングへの移行が順次行われている映像・音楽と比べるとはるかに遅いものと

思料しております。また，ゲームソフトは｢録画物｣に含まれる著作物も多くあ

ると考えておりますが，ゲームソフトの種類がエンターテインメント性の高い

ものから実用性を重視したものまで多様化したことによって「録画物」に含ま

れないものも少なからずあり，そもそもいわゆるビジネスソフトは「録画物」

として扱われることはなく，ユーザーへの啓発も含めた対策に権利者は苦慮し

ております。 

 
以上のことから，プログラムの著作物についても，違法配信からの私的使用目

的の複製の違法化（ダウンロード違法化）を要望いたします。 

  



インターネットオークションでの出品の一例 

①出品画面 

 
  



②落札物の提供 

 


